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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｂ７－１０ 化粧用具 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ７－１０ 全 化粧用具。 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ４－０００ その他の家庭用保健衛生用品。 

Ｃ４－０３ 衛生マスク及び安眠用眼帯。 

Ｃ４－０４ ガーゼ、包帯等 

Ｃ４－０５ 水まくら等 

Ｄ４－１５ 懐炉 

Ｊ７－１１ 貼り薬 

Ｊ７－５１ 熱治療器 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

化粧用塗布具 化粧用マスク 化粧用顔面カバー 

化粧用へら   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

○ 化粧用の道具を分類する。主として顔の肌面に作用させる道具類が属する。 

○ Ｂ７－１１～１４２に展開する化粧用具のいずれにも属さない物品を含む。 

○アイシャドウ等の塗布に使用されるチップ状の塗布具は、物品名に関わらずこの分類に含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

○ オゾン、イオン発生による美顔器はＣ４－００（その他の家庭用保健衛生用品）へ。 

○ 刷毛状の化粧用ブラシはＢ７－１２０（化粧用ブラシ）へ。 

 

B7-10 登録 1174504 
顔面カバー 

B7-10 登録 1173534 
化粧用ブラシ 

B7-10 登録 1125858 
アイ・リンクル・トリートメント・パッチ 
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Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

○ パックシート等について：「貼付剤」等の物品名で、医薬品との境界が曖昧な場合及び汎用の場合、貼付

剤に含有させる薬品等により医療目的が発生する旨の言及があれば、形状に関わらずＪ７－１１（貼り

薬）へ分類する。 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

パック用マスク   

   

 


